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教材の基本的な方向性について

平成 22年 10月 18日
薬害を学び再発を防止するための教育に関する検討会

【はじめに】

○ 本年 7月 以降、薬害 を学び再発を防止するための教育に関する検討会 (以下「検
討会」という。)では、薬害 を学ぶことにより、その被害や社会的影響等に関する
理解を深めj再発防止を考えることを目的とする中学生用教材 (A4版 8ページ程
度、中学校 3年生を対象)の在 り方について検討を行つてきた。

○ 今般、教材の原案を作成するに当たり、これまでの検討会における議論をまとめ、
認識を共有するため、教材に盛 り込むべき事項、構成等につしくて、以下のとおリー
定の基本的な方向性をとりまとめることとした。

【I.総論 (薬害を学ぶことのコンセプト)】

○ 薬害肝炎事件を契機として開催された「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のため
の医薬品行政のあり方検討委員会」が取りまとめた「薬害再発防止のための医薬品
行政等の見直 しについて (最終提言)」 (平成22年 4月 28日 )において、薬害防
止のための医薬品行政等の見直 しの取組として、初等中等教育において薬害を学ぶ
こと等が盛 り込まれた。このような背景を受けて本検討会は開催された。

○ このような背景等を踏まえれば、薬害を学ぶことのねらいは、義務教育の場面に
おいて、三度と薬害を起こさないためにどのようにすれば良いかということについ
て、子どもたちが考えるきっかけを提供する、すなわち、ょり具体的には、子ども
たちが薬害に関心を持つこと、子どもたちなりに知ること、自分なりに考えてみる
こと、ができるようにするという点に求められるものであり、このような観点から
教材を作成することが考えられる。

○ そのような観点から薬害を学ぶことのできる教材を作成する際には、薬害は人の
命や健康に直結する社会問題であるという認識に立ち、学習指導要領等との関係で
は消費者教育の観点から捉えられる問題として、主に社会 (公民的分野)において
活用されることを想定 したものとすることが考えられる。

―
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【検討会における議論のポイント】

○ 社会では薬害を防ぐ社会の在り方、保健では医薬品の適正使用、それぞれの観点から2つ

の柱で学ぶことができるのではないか。

○ 教育問題への取組は、三度と薬害の被害者も加害者もつくりたくないという被害者の思い

を踏まえ、社会において薬と一緒に生きていく上で、より良いかかわり方をみんなで考える

契機にしたいということであり、教材の目的はこれに尽きるのではないか。―

○ 薬害を繰り返さないためにはどのようにすれば良いのかを子どもたちが考える題材を提

供することが―番の使命。

【Ⅱ.薬害から学ぶこと (教材に盛 り込むべき事項・構成)】

≪ 1:教材の基本的な考え方≫          ―‐

○ 教材は子 どもたちの学びを目的とするものであることから、作成に当たつては、

取 り上げる内容について中学 3年生の発達段階等 (理解する力や共感する力)に 合

ったものとする必要がある。この点、平易な言葉 を使用するといった工夫が考えら

れる。

○ また、実際の教育現場における授業展開を想定 した教材の活用 しやすさや子ども

たちの理解を促す観点から、薬害を学ぶことについての導入、事実を知ること、原

因の理解、今後 どうすれば良いか、といつた一連のス トー リーに沿つた教材にする

必要があると考えられる。

【検討会における議論のポイント】

○ 教材は教育現場での生徒たちの学びが目的であることを、常に念頭に置 くべき。取 り上げ

る内容は適時性を考慮する必要があり、中学生の成長段階や理解力にあったものにするべき

|  ではないか。

|○ 社会科教育における学習を考える場合、事実を知るという段階、その原因を理解する段階、

1 今後どのようにすればいいのか考える段階、を経ていく学習の展開が考えられる。そういう

1 観点からどのような資料が必要になるのかを検討する必要があるのではないか。

≪2.教材に盛 り込むべき事項≫

(1)薬害に関する事実等

○ 子どもたちが薬害を防ぐ社会の在り方を考える上では、まずは、過去に起こった
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事実を知 り理解することが重要であ り、教材には薬害に関する以下のような事項を

盛 り込むべきと考えられる。

① 歴史

例えば、これまでにどのような事件があつたのか、といった内容を年表形式等
により盛 り込むことが考えられる。

② 各事件の概要

例えば、どのような健康上・生活上の被害が生じたのか、どのようにして発生
したのか (副作用との違い)、 被害はどれくらいの規模か、どじヽった事実を記載す
ることが考えられる。

③ 被害の実態 (被害者の声)

例えば、被害者の方々の声や思いを記事やインタビュー形式等で盛り込むこと
が考えられる。

【検討会における議論のポイン ト】

○ 薬害とは何かといった定義の話は置いておき、多くの被害者が苦 しい思いをしたという事

実を素直に伝えるべきではないか。

まずは、いくつかの薬害を並べて被害者の実感や社会においてどんな現象だつたかという

ことを記述することなど、薬害被害そのものをうまく伝えることを考えるべきではないか。

○ 一度壊 した体は元には戻らないことや命の大切 さを、薬害とはこういうものだという観点

から教えてぃくことが必要ではないか:欠陥のあったものを服用 したといったことが記載さ

れていないと薬害が伝わりにくいのではないか。

○ 薬害被害者は治療に苦 しみ死の恐怖を味わっているのが現実なので、そのようなことも記

載すべきではないか。また、差別の実態などについても言及するべきではないか。

④ 社会の動き

例えば、問題の発生に対 してどのように解決に向けた取組が行われたのか、国
や製薬企業等はどのような対応を取つたのか、といった内容を盛 り込むことが考
えられる。
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○ 医薬品の正しい使い方といつたものとは違う問題として、現象そのものを見ることが必要

ではないか。1つ には、被害者の痛みといつた主観的な経験そのもの、もう1つには、どこ

に失敗があつてどのように制度が改正されたのかなど、社会の不完全性:

○ 薬害について、何に問題があつてどのように解決 していつたのかといつたことをきちんと

理解 していくことが大切ではないか。医薬品の冨1作用が命に直結することや、危険情報があ

ったときに適時適切に行動する必要がある中でそれが守られずに薬害が生じたことを知る

べきではないか。

○ 薬害の事実とそれが起こった歴史などがきちんと記述されるようにすべきではないか。

|※ 陣痛促進剤被害に関する被害を伝えるべきではないか。

l※ 薬害肝炎検証・検討委員会の資料の記述 (製薬企業における製剤の保管に関する記述)を生かす

| べきではないか。

○ 教材内における薬害の取 り上げ方について、まずは、多くの薬害についてその事

実を取 り上げることが必要である.と 考えられる。一方で、取 り上げた薬害全てにつ

いてその事実 を詳細に記載するのではな く、 1、 2の具体例を取 り上げることによ

り、子 どもたちが理解 を深められるような構成 としてはどうかという意見が大勢で

あつた。

○ なお、この際、各薬害に共通するものとして得 られるエッセンスをどのように捉

えるかという点が重要であるとしつつ、サ リドマイ ドを 1つの事例 として取 り上げ

てみてはどうかという意見が複数あつた。

【検討会における議論のポイント】

○ 多くの薬害の事実を知るとともに、教育現場における活用 しやすさの観点から、教材には

ほとんどの薬害を取り上げ、簡単な概要を記載しつつ、 1、 2の薬害について一連のストー

リーに沿つて解説や図表を掲載するべきではないか。

○ 薬害にはそれぞれ特色があり、その特色が引き出される形で全部の薬害を記載するべき。 |

(2)医 薬 品 に関 す る こと

○ 医薬品に関すること (医薬品の役割・歴史、承認審査等の社会的な仕組みゝ主作

用と副作用 (ベ ネフィットとリスク)等 )を教材に盛 り込むべきかどうかについて

は意見が分かれたが、子どもたちが社会の仕組みの在 り方や薬害を起こさないため

にできることを自ら主体的に考えていくために必要なものについては、導入的なも

のとして、あるいは薬害を説明する中で、盛 り込むことが考えられる。なお、この
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際、大幅なスペースを割 く必要はないとの意見が大勢であった (→構成については

別添参照)。

○ 一方、現状では、医薬品に関する教育が幅広く実施されていない中で、医薬品に

関することを学ぶ前に薬害を学ぶこととなった場合、子どもたちに与えるインパク
トが過大となり、医薬品や薬害に対する理解が浅 くなるおそれがあるといった意見
もあった。このような懸念が実際のものとならないよう、例えば、医薬品について
は、保健の教科書や他の教材等を通 じて学習するものである旨を盛 り込むことが考
えられる。

【検討会における議論のポイント】

○ ページ数の制限やス トー リーが流れて行きやすいという観点からは、医薬品とは何かとい

つた内容はあまり盛 り込まない方が良いのではないか。            _
○ 医薬品とは何かといったパンフレットは既に作成されており、保健わ中で教育を実施すれ

ば良いので、今回作成する教材は薬害に関することのみで良いのではないか。

○ 医薬品に関する教育の前に薬害のみ学ぶと医薬品や薬害に対する理解が浅 くなるおそれ

があることから、薬害を学ぶ際に |ま 医薬品に関する最小限の理解が必要ではないか。

○ 医薬品に関する最小限の内容は、子どもたちが薬害を理解 し社会の仕組みの在 り方や自ら

何をできるかを考える上で必要なものであり、盛 り込むべきではないか。

(3)子 どもた ちへの メ ッセー ジ

○ 薬害に関する事実等の理解を通 じて、三度と薬害を起こさないために、社会の仕
組みはどのようなものであるべきなのか、将来の社会の担い手として自分はどのよ
うにあるべきなのか、今後の自分は何をすることができるのか、といった点につい
て、子どもたちが主体的に考えられるような問いかけを盛り込む必要があると考え
られる。

○ 特に、まず薬害を身近に感 じて自分にも起こり得るものとして考えられるように
するという観点のほか、学習指導要領との関係では消費者教育として学習されるこ
とを踏まえ、例えば、医薬品を製造する人 (生産者)、 医薬品の安全性や有効性を
確認する人 (行政 )、 医薬品を使用する人 (消費者)等のそれぞれの役割と関係、
責任について考えられるようにするといった観点から、上記のような問いかけを盛
り込むべきではないかと考えられる。
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【検討会における議論のポイン ト】

○ 学習指導要領解説では、高等学校で初めて薬害という問題が取 り上げられ、その際には消

費者という観点から学習されることを踏まえ、消費者保護の観点から教材を作るのが良いの

ではないか。

○ 消費者の保護だけではなく、消費者の自立の観点も必要ではないか。

○ 公民の中で、情報の非対称性といつた消費者問題をどのように考えていくの か、法や制度

を作つてもそれを守るという姿勢がなければ再発を繰 り返すといつた倫理観を伝えていく、

といつたことが必要ではないか。

薬害を取り巻く問題の中には、原材料の問題で製造物責任に当たるような問題と医療者や

消費者など使う側の問題もあるので、消費者保護とともに消費者の自立支援の観点も扱うべ

きではないか。

○ 子ども上 ちが自ら何ができるかということを考えられるようなものとすることが大事で

あり、どうやつて薬害を防止できるかといつた観点などから議論ができるものとするべきで

は な い か 。

○ 国民の健康と安全を無視 した企業の利益優先のための医薬品の製造販売は許されるもの

ではないといつた観点から、医薬品に関する問題意識を持てるようにするべきではないか。 |

(4)自 ら調 べ考 えな が ら学 ぶ

○ 中学 3年生が、限られた時間の中で効果的に学ぶことができるようにするために

は、例えば、グループごとに選択 したテーマを調べて議論するといつた学習を想定

し、インターネッ トで関連情報を検索できるようにするなど、子どもたちが自ら調

べながら学ぶことができるような教材とするべきと考えられる。

|【検討会における議論のポイント】                          |

|○ 子どもたちにテーマを与えて自分たちで自由に調べ、議論させるといつたこともできるよ

| うに考慮すべき。また、実際の体験談を本人から聞かせるといつたことも良いのではないか。

(5)教材の構成

o 上記教材に盛 り込むべき事項を盛 り込んだ教材の構成の大枠については、回困 の

とおりと考えられる。

○ なお、これまでの検討会における議論が教材に反映されるよう、教材の原案を作

成するに当たつては、これまで本検討会に提出された様々な資料を具体的な材料と

するべきであると考えられる。
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【Ⅲ.その他】

〇 教材が効果的に活用 されるよう、教育現場への働きかけや、教材に盛 り込めなか

つた内容のインターネットを利用 した情報提供等の取組が、必要と考えられる。

○ なお、薬害 を学ぶ前に医薬品に関する理解を得ておく必要があるのではないかと

いつた観点からは、例えば、教材の配布に当たつて適切な活用方法を併せて周知す

るといったことが考えられる。

【検討会における議論のポイント】

○ 現場での活用を想定し、堂える側に立盆かりやすい教材や指導左塗2例などを重け加えた

ものが必要ではないか。

○ ページ数等の関係で教材に盛り込めない内容については、教師用に写真や被害者の方の生

の声などをPDF等で公表、提供するようにしてはどうか。   ‐́

○ 授業の中に必ず組み込んで教えるという仕組みでなくては、なかなか学校の取組は進んで

いかない。せっかく作つた教材が現場で生かされないということがないように、厚生労働省、

文部科学省、地方自治体の教育委員会との連携や現場の先生方とのタイアップを考えること

が必要ではないか。

O PDF化 して携帯デバイスで見られるようにするとか、ネットとリンクさせて被害の当事

者の映像を見られるようにするといった、実際の現場での使い方を考える必要があるのでは

ないか。
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教材の構成について(イメージ)

ページ数等 記載内容 (これまでの議論に基づくイメージ)

Pl

【表紙】
○タイ トル (総論 )

P2～ 7

【薬害】

○導入

○薬害に関する事実

口歴史

・各問題の概要

(内容 (健康、生活 (差別等))、 原因、経過、̀被害状況 (規模))
・被害の実態 (被害者の声や思い)

・社会の動き (解決までの経緯、制度改正 等 )

.    等

【子どもたちへのメッセージ】

○自分たちには4可ができるか

0社会の仕組みの在 り方

・様々な関係者の果たすべき役割

・倫理観 (相手の立場に立って考える 等 )

・消費者の視点

(理解 して使用する (主作用と副作用のバランス)、 情報の収集t発

信 等 )

等

※ 例えば、医薬品の役割・歴史や主作用と副作用 (ベネフィットとリスク)等につい

ては導入部分で、承認審査等の社会的な仕組み等については薬害に関する事実 (原因

や制度改正)を説明する中で記載するなど、医薬品自体に関することについては、導

入部分や薬害に関する事実を説明する中で必要に応じ記載。

P8

【背表紙】

【自ら調べ考えながら学ぶ関係】

○教材の内容を補足し、さらに学ぶための情報 (ウ ェブサイト等)の紹介

・教材に盛り込み切れない内容

J救済制度の詳細等関連する内容

等
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EII与 ,レ
ジルに■ 血波障書●肝諄書 =

●ラル) (ヽ螢0■や0お便富など0瞑壼のお燎凛)の凛用によって、軒
■に●害力鳴 きる人が,発しましに

Eロストレフトマ・fシン
`tよ

る濾力障|
ストレフトマイシン幅 慎お)の劇 ワによっt,"兌ゃ子口g,などに諄
薔0鳴こ

`事
例が発生しました。

口
"|■

はも

"轟

症 |
当時は農肉ミ■に■する如■0りなく、勁少膊に受けた六ttなどへの6歯
注

"(抗
生歯貫や

"艤
■●と)によって上手く,けない、口が由がらないと

いつた●●が発生じ."1万 人の子とも
'鴨

を受けたと,ゎれていま■

予防菫■法に薔づく曇薔として実おされたジンテリア(カテリアロ●
「によって屁ころ上気ヨの粘讀嬌n底)予 防静■の摩、缶●化力不完全な

ワクチンが●juされたため,多 くの■幼児ぶ歓書を受は京●マは60人が
発亡し̀島根でも

'3人
力%oしたと言ゎれていま■

Eキィホルム製剤によるスモンの発生
キノホルムロ

"(嘔
■■0)● 凛用した人に、全身に及ぶしびは

`み
、事

'.観
力亀書などのC状がにこりました。憲日究用が選ヽ 迅油な対ルが

`さ

れなかったため ,万 人を■える人が崚書を受けたと■ゎれてい銑

llt:>u>*lv r:tlre"/rft
ベニシリン(抗

=衝
■)注‖t受けた人カウナフィラキシーショックと呼ば

れる0ななアレルギー反応(日作用)で

"崚
日■ゃnt陣下などt引 き屁

こし東大のは醐 亡す0●
"な

どが発生しました。

■
サ リ資 イ ド|よ う 饉 き の あ る 手 お 哨 生

サリドマイド(“

"●
瞑用)を妊凛初日に腱用した女性から手足などに諄

書のある子どもが次々と凛生しました。事のほ発停止 回収がこ遠になさ
れなかったため、わl,000人 の子どもうtttを 受けたと言もれていま●.

層軍電二蟹:意島裏壕ま駁fな
副作用があったかを思い出してみましょう。

そもそも業には、病気を治す作用(主作用)以外の作用(11作用)があります。

具讐習毒を引翼お置喬、18言彗碁ぼξ:露喜島]もるのか考えてみましょう。

聰

蜀

資料 2

司」:
|
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1919〔シ

1●70m5,)●tn l

ロ クロタオンによる勘 購

1975(軸50)綺

回 クロラムフェニコールによる再生不良性貧虫

ロツリブジンとttガん

"ool用

による●w日の発生

2()100

t902(+t4)Fl
Elact!|lorflE

-r99r |tts)*lr
E Et ttrroi.n tr'J.67.) *>s\G

Qol')D zttl'alaiS)

予防螢●法に薔づく●■として実籠されたはしか (M)、 おたよくかせ
(M)、 風しん(R)を 予防するこ●農合ワクチンの授口により、的 1800人
の子どもが

"口
性

"口
炎ゃ日定なとを発屁し,中 には■

"な
螢遭黛ゃ

死亡するといった歓宮も員生じました

国 ふ 動 によo″オン■晏菫けロイツ7Jトヤコカ

"日外資チ嬌時に■凛体の
=入

したEttRl員 (ヒ ト●

"凛
口,が使用され

たため、クロイッフェ′レト・ヤコプ●(発

"後
欧ヶ月で麟けなくなり,1～ 2

年で死亡,る 神E腱
")を

発にする0例が発生しました。有効な
"漿

」
口じられまわ1∞人の死亡事が出ました。

ロヨⅢⅢ掟壼洵IIll作用
口●促逮月(“■を

=覺
させたり、促tさ せたりする蹟)のB作用で鮨兒

「

死やテ富破口尋の歓
=が

発生しました。

日

'ウ

ブジ ンと抗ガん 剤 001F■ よう骨

“

""の

発彙

澤付文書に危険性は示されていましたが、ソリブジン(■伏疱

「

の議a
菫)と 掟がん用 011用 は って生した覇作18に より、●

“

抑

“

による血漱
諄冒0性 じ、死亡する事例が発生しました。

l@ I o= t z t -r:-l,E&6fli$:FAfr f fi l@mmav t*'r*r E 86fftrfr rnff
クロラムフェ

=コ
ール(抗生機,の使用により

“
=秋

性質n〈 nttt作
る●●●●grsTする■

“

が員生し、死亡する●例●お 出
=し

た.

■′|■ン|“■力Ⅲ
耀覇 L7輩盤塁綴‖κ月[揮lttЛ孔鷲ぶ[
肉の●●.絆饉●害(麻■)といった餞宙が発生しました

ロ ニ

"Ⅲ "「

よ う HM嗜
1軒 全 ゥイル カ 麟 |

菫女属治晨(上壼、出▲予防)のために使用されていた,加喘菫漱●月に
工入していたllVにより

`彙
歓書が発生し、兌慶力●●Tゃそれに律う腱

康
=音

が難 しまし●_.対黛

“

導鳳

"に'製
薦そ腱層してい破

■壼告ゎ5.αЮ人のうち
"1400人

が
`肇

し,くの死亡■ち:出ました。

国桑輌によ10コ
"=ウ

■政1桑
出口,手席の″に■●用として彙用されていたn菫腱■にC鳳肝炎ウィ
ルスが澤入していたため,C壺腋 ゥクレスにこ摯じ、懺筐F炎や肝がん

『

■
=を

発屁する●

"が
員生しました。対籠の壼●●ょ ょり

“

澪の餃
与によってお1万人の方が

`榮
mを 受眈 と●●●●ぃまi

※拝絵イラスト部分、内審日X後に本書用を作成



どのようにして
К薬 は起こるのだろう?

か宝
目

薬書が起こるたびに、再発を防止するための取り組みが行われてきました。
それなのに、どうして薬害は繰り返されるのでしょうか?
ことでは、代表的な薬害をビックアップして詳しく紹介します。

薬害被害の実態や裁判などの事実を通して、その原因を考えてみましょう。

lサリドマイド

生まれてきた子どもに波書が及んだサリドマイド

12.000人といゎれ、日本の被冒書敗は1.000～ 1.200人 と言われていま■

なぜ日0、被書が拡大したのか?

当時は、薬
`FEll作

用がある場合であつても、案を使った本人にではなく、その子どもに
障害を及ぼす可能性があると考えられることはありませんでした。このため、子どもに
障害を及ぼす安全性の確認力鐘切になさば 、彼害が発生することになりました。
また、196:年 、西ドイツの小児科医・レンツ博士は、サリドマイドの危険性を全世界に
訴えかけました(レンツ■告)。 これを受けてヨーロッパ各地では直ちに薬の製造・販売
が中止され、回収が行われました。しかし、日本で出力籠亮中止 回収されためはレンツ
薔告が出てから10ヶ月も饉った後でした。

サリドマイドが与えた社会への教||

サリドマイドによる被目の発生を受けて、国は豪の使用を認めるときに妊娘動物による

試験データの担出を●務づけるなど、薬の使用を露めるときの審査資料を厳格にする

方針などを明らかにしました。

また、DJ作用が発生した場合の情報を迅速に集め:賓早く対応できるようにするため、

製薬会社に対して副作用が発生したときにEち に国に報告さ

“

制度が設けられまし

た。国際的にも、遠やかな情報交換力で きるよう、重大なDJ作用が起きて薬の滅遍を禁

止した場合にWHO(世 界保健機関)に通網する取り決めなどがなされました。

サリドマイドは、恐7● しい鶏書を起こした憑凛の業として世界

中で使用が鎮じらな 栞として使われなくなりました。い し、

199眸、米国でハンセン綺の治凛に有効にあること力電 露

され・軍・として復活を果たし、日本でも2∞8年に多発性骨

甑 の治線 として観 すること力鬱 められまし鳩

…
Ett13

自分たちだけでたくさんです

'′
トマイ「

In● ●
●●●●さん

懸鰤

なぜ薬害が起こったのか、みんなで話し合ってみよう。

l薬書エイズ

血友奮患者を裏った菫書エイズ

エイズ(A10S:後 天的免疫不全症候群)と |よ HIV(ヒ ト兌疫不全ウイルス)に感榮する
ことで身体の免疫機能力軍しく低下する病気でt藁害エイズでは、主に血友病(出血

|たとき、血液がとまらなくなる病気)の 患者力咄市を止めたり、出血するのに予防した
りするための菫として用いられていた非加熱血液瞑剤 伽 熱して減苗処理をしていない

血液由来の暴 )の なかにHiVが含まれていたために、血友病患者の約 5.000名のうち
1.400名 強力明Ⅳに感染したといわれていま現

菫書エイズの歓書

案宙エイズが起きた頃、社会ではエイズが正し

く理解されていませんでした。そのため、入学や

就職拒否、公衆浴場への入浴拒否、医憲機関の

受診拒否など、いわれなき目見によって社会か

ら排除さな 機害者本人やその家族までもが
=烈な差別を受けました。照害は健康被書のみな

ら■ 1人 1人の平穏な生活にまで薔大な被薔

を及ぼすことがあるので■

r讐いの碑|■●へ…

藁薔エイズでも被青者から口や製薬企業に対して訴訟カマ提起されました。裁判所は
製剤の危険性を認臓できたにもかかわらま 製薬企業は危険な非加熱血液製剤の販

寝T蹴選実湖臓難謝だ量職翼翼l群撃讃
その後、■液製rlの安全性の強化警を内容とする法律の改正が行われました。
また、二度と同じ過ちを撮り返さない思いから、■員の意躍を高めるため、厚生労餞省
の強地内にr誓ぃの碑|が建立されていま魂

罐霧簸
薬害が社会にとんな影響を与えたのか考えてみよう。

誓薄黎
薬害を起こした薬がど

,し
てもう一度使われるようになったのか考えてみよう。

― んだけでなく

― んもエイズなん

“■ロエイズ‐ ●
●●●0さん

'エ
イズ′んだから.

いつん0か分からな
いんだから,お 父き

んだけでなくお口
`

っヽとあとで

イズ0嬌モしていて:●

=
やすい,と 言つたのだ .

エイズについて、今まで

“

で彗tしたこ
とがな|、■モしてし,う と、口ar●彙
していうということが本当になってしま
う彙Fして椰い。まだ、■じたくないとい

う気II● .■●●′|‐r卜をしていう.自 分

のものくらいは■に●●.らずに自分で■

おうと思,た だけ。で も■近バイトを■

漱 .0し い′

“

卜●諄うが、日■と薔サ |

,こ 0菫がなければ,■た

受1,0こ とはありませんでし

ネ議ろしい■t
itん。しかし,

ことtl

りでも,く 0人 に日0を

ての人が子●分の■にttaこク●る出来

●,として

“

二して●0い と,い ,7.こ
んなE●●歯分たちだけヽたくさんで,.

●||ロカ
`長

くなるから.―日にいられ

聰口
'で

●うだけ

"ゃ
したいから.

司
―
リ

€l sueartoti Et:trl*f U t 
"{ 

F.o-tn -", F?{ Ft 6t?f,s?- 舞いの碑 文言

金の尊さを心に

"み

サリドマイド、スモン.IIIV歯 棗の

ような霞出島による●惨な検害を再″書生させること
のないよう医泰rvtの安全性・■着性の確保に最書の

"力
を■taてぃくことをここに明記する

サリドマイド13危険なものではないのでしようか。再び恐ろ

oい案冒を起Fきないのでしょうか。は もう一度使える
ようになったのでしようか。三度と用しような被宙が繰り返
されてはなりません:そのためにどのような取り組みがなさ
れているのか口べてみましよう.

0,お 母さんからそう日わ

ショツクt.毬は,おられな,

燎菫で口゛な らのエイズ、テ

員るエイズに.お父喜

可 xFe.frlFBrr.figFrxaEtfHtifn ___f_ xrftB*oF:a:Ff,rs.,1r_!'.oaaftL,tit>atut.to7.Flsrrc&E.t:.n€sn



糧

被害者の想いを聞こう
楽音をより深く知るために、悲しい出来事を乗り超えてきた被害者の方の声に耳掲願けてみましょう。
自分のこととして感じてください。

そして薬害を起こさないために自分たちに何ができるのか考えてみましょう。

l:oo.:ua:Jrr..
lFlztz &rl aaaaa/v

I nn axx anuirt': r \/is r....

被害者の声を聞いてどのように思ったかみんなで話し合ってみよう。

薬害を起こさないために、

瞥飢富翼∫編霊翼貯
会の仕組みについて話し合ってみよう。

薬害を起こさないために自分たちに何ができるのか話し合ってみよう。

スモンに■壼したと,、 20崚の大学生だった。
E*U[E:itrrJDt!r\tr\5t
矢先、医鰤から処方さ
患した。スモンによる足
お 入E茂を繰り返
一人と命t薫としてt

た。頑■って、
には0を落と
ちに支え

lHt*r,,ul*rzt*rfi<
6FfE|Ntr aaaaSa

腑 出 捜書書 ●●●●さん

い体をおして訴松に出んでい
トレスが最高瀾に凛し、みんな晨終的

鶴 晨界に近ブしていた。でも日日の人た
を乗り鶴えてこれた.私の輌気は、私わ性

ものを見つけるための、長い途上での出来事
.ヽスモンは燎困が実用され 缶しい鬱者が発筵

つたが 生澤治らぬ障害を18えて苦しんでいる人間
をおれなヽ ではしぃ.

不適切な使い方をしたりして母

澤籠促逮用を投与さ

私の息子は健Hそのもので、

直に,って
殿編に■われ、

ました。その綸に汚染さち
れていたのです

な椰書が強りま

とを何
=も

考

息子の絵と共に菫書根腱を訴えていきたヽ

●日●史奎tゃ●
"佳

●チェックセ行う
0● 臓企Aや

=慎
轟日から●作層o■

ロセ颯めて公厠,う

●●二企■に対してた臓な
=o回

収など
波書が発生しないようにァるため●口
示を,う

みんなが薬の情報を活かす

それぞれの役割を果たす

醸 錮

(病院・コ局) :

●■のた鰊が分
あると分かつたと

て行こうと電います。

1悔しい。でも、またまた生きたい

C鳳肝炎被害者 ●●●●さん

鰤
●事の

“
"確

に口する●颯t晏 めて口に

"薔する.an2● と●●モ求■する°
1:F「翼t躙告11:写せ

お
●珀賣書(国民)t対して事の日,日について

RヽIEをするようにといわれた.

がんになったのか憲因を知りたかっ 取員してきま
自分のカルテにEされてぃた′フィプリ できまセ

して私は子凛宮肝炎嬌繊」の
まだまだ生きたい.や っとトンネ,じ に光が

い`のた

日
'か

受けているE目や処方されている■に田心を持とう!

:  肇

―
タ
ー
ト
ー
ー
～
―
‥
Ｌ

った娘は、身晨体■ともl.H口 に
、手を使うこと、歩くことなど―切

その子 ltら しく

てヽヽるこの頃で,縄壇
をより■かなものにするため、日日の方の力を

を■てて行せたいと鳳ってい観

妻[量顎躙鶴器駒麿群E酬蹴 : うしたらいい

薬

ど
害を防ぐには、

のだろう?

なり、将来を0観し、息子と死0こ
子はア債13生きたい,と一生頭0に 努

と力
'0ま

した。■■学校に■
を手にタイルでくくり付け、何博同もかけて

●栞0「は綸をいっぱぃ描t賓

lどんなに苦しがったか̈

MMRワ クチン●嗜宅 ●●●さん

:鶉 I:I‖I::::::::I]I::【彗卿 B壌霊11:賠誓:慄見tiiじ
ltltl\l\t\gaI(tf Al\"
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薬には多くの人がかかわっています。
案を作る製薬会社、薬を承認する国、薬を処方する医師や薬剤師、
それからもちろん薬を使う私たちもそうです。
私たちはそれぞれの立場に立ったとき、薬害を起こさないために何ができるのでしょうか。

目〈厚生労働省・(詢 E菫昌医療機器総合m)
瞑事会社
0事 の日 ll用 に同す0,●

=Aめて口に■●するtE●
●口と情●そ求■する

える新しい

する0腱 14

菫の回収やか寝た8りになってしまうのか

れ競けていま●.でも、ここで人生をあ

0スの日作用で■大●薇官を受けた人に:

日■●に
"し

て贅口する
r18暉 2カ月,.急性肝炎とじ断さ
で餞けてきた私の治薇の年月

`こ

そして日実に遺行し

を出産した憲、予ロ

私違のl■は,1●

した力(.MMRワ クテ
に■■な3性醸菫に罹り、
苦しい日痛の慢、

自分が受けているE猥や処方
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案による健康被害を受けた人たちを救済するために、「医薬品翻作用被害救
済制度」という公的な救済制度があります|これは、サリドマイドやスモンを
契機としてつくられたものです。

橘 讐疑冒詮嘉機轟綸含機構
詳しく1まコチラ>http:〃

…
.pmda.goJp/

電話番号♭012C「 149‐ 931

月～金/9時～17時 30分

(土日祝・年末年始は除く)

要検討

口厚生―
…

■支饉サイト)

=書
の曖口に役立つロロがダウンロードできる   F■ 3によ

`●
凛崚宮黛贅や承●■■安全性

●■向けサイト.ユ凛者●みなさん0_‐活7Bく だ   F円 する籠

"t贅
供するサイトで■

…品ぃふ…… a…は.

I I
―

‐い・ :i・ ‐・・ 1■三 ■1‐

口くすり●●ロステーション         ロくすり0しおり

■●リスクとベネフィットを―崚詢■■にわかり   現在

“

われていう●7.000■●0菫 ●rしい
0す くに,レ‐ ろヽサイト‐ |            ●●t見ること,贅●ます.
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資料 3
第 4回検討会配付資料

今後の教材作成のスケジュール

(イ メージ)

_■Ю 』巧』I火う‐ 8:00～ 20:00

0 教材に盛り込むべき事項・構成について

→ 第4回までの検討会の議論を踏まえて、教材に盛り込むべき事項・構成につ

量二塁杢重な方向性をとりまとめ。

検討会の と りまとめを踏まえて、教材の原案を作成 (業者 )

11月 12日 (金)14:00～ 16100(子 中ヽ

○ 教材の原案をもとに議論 → 議論を踏まえて修正案を作成

第 6回検討会 _‐″ ■ 7■ tO‐ 3‐ Ю ― ヽ ィЮ (調 ‐

○ 修正案をもとに議論

→ これまでの議論を踏まえて、教材案を確定。

ヽ

―

―

ノ

※ 上記のほか、教材の使い方、薬害に関する資料の収集、公開等の仕組みについて議論。





資料 4:大杉委員提出意見

① 教材案の見開き頁の左上にある「薬害ってなんだろう?」 「どのようにして薬害は起
こるのだろう?」 「薬害を防ぐにはどうすればいいのだろう?」 というテーマは, この

教材で何を学ぶのかが分かるので,教材として大変良い問いかけになっています。テー
マは原案通りでいけばよいと思います。また,右上に学習のポイントがあるのも学びや

すいのでよいと思います。

② P3-4の 「どのようにして薬害は起こるのだろう?」 については,現在,事例が二

つありますが,新採用から5年 目までの先生方が増えているので,教える倶1も 薬害につ

いて詳しく知らないため,事例として取り上1ずる薬害については詳しく内容を示した方
がよいこと,また,文字資料だけでは生徒も理解しにくいのでイラス トや図表を入れた

方が良いと思いますので,事例を 1つに絞った方が良いと考えます。その際,サ リドマ

イ ドとHIVの どちらかを取り上げるとすると,審議ではサリドマイドを取り上げる意

見がありましたし,また,HI∨が教科書でも取り上げられていることから,サ リドマ

イ ドの方を推薦します。もちろん審議の中でHI∨の方が良いと言うことであれば,そ
ちらでもかまわないと思います。              ~=
なお,学習指導の順番から言えば,P5二 6に記載されている被害者の声は,P3-

4に ある方がよいと思います。P3-4の 学習のポイントには「被害が社会にどんな影
響を与えたか」とあり,社会的な影響として,多 くの被害者を生み苦しみを与えている
ことをP3-4で 示した方が良いと考えます。

③ 社会科の教材としての特色は,社会の仕組みや在り方について考えるところにあるの
で,P5-6の 図を大きくし,それぞれの機関の働きを解説し,それぞれがうまく機能
することが薬害防止に近づくことが分かるようにすべきだと思います。そして,各説明
においては,「消費者」は自律した消費者,消費者主権という内容を,「医療機関」はイ
ンフォーム ドコンセントの内容をわかりやすく,「製薬会社」はコンプライアンスや社
会的責任という内容を,「国の機関」は公益代表としてチェック機能や救済を果たすと
いう内容を解説することが必要だと思います。この図を概念モデルとして,社会の仕組
みを考えるというのが社会科学習といえるし,学習指導要領の解説にも即しています。

④ 全体的な感想としては,やはリー次資料的であり,力のある教師は授業化できると思
いますが,新採用から5年 目までの教師にとっては使用が難しいと思われます。中学生
にとって難しい単語が多<文字数も多いので,危惧されているように生徒が敬遠するか

もしれません。そのため,図やイラス トももう少し必要かと思います。教える側,学ぶ

側にも配慮した教材という視点が必要です。

以上ですが,社会科をこれまで担当した者としては,上記③が社会科学習の基本となりま

すので,③が薄まるとどの教科の教材かが明確にできないと思います。ご検討ください。






